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１　はじめに

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）は，カンボジア司法省をカウンターパートとして，２０１７

年４月１日から２０２２年３月３１日まで，「民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト」（以

下「ＬＪＤＰ」という。）を実施している。プロジェクト目標は，「民法・民事訴訟法に基

づいた適切な実務が行われるための基盤が整備される」ことであり，以下の３つの成果が

期待されている1。

●　成果１：主要民事関連法令が整備される。

●　成果２：民法・民事訴訟法の適切な運用を支える各種書式例が整備される。

●　成果３：判決の質を改善するために，判決公開の手続が整備され，判決の公開が開始

される。

　これらの目標及び成果を達成するため，民法・民事訴訟法運用改善プロジェクトでは，

司法省職員，裁判官，検察官，裁判所書記官，弁護士，大学教員らをメンバーとする主要

民事関連法令起草ＷＧ，民事裁判書式作成ＷＧ及び判決書公開ＷＧなどを設置し，活動を

行なっている。

　本稿では，これまでの判決書公開ＷＧの活動で検討した裁判例をもとに，カンボジアの

民事事件の判決書にはどのような内容が記載されているのかを紹介するとともに，カンボ

ジアの判決などで多く見受けられる問題について，事件類型別の問題点及び全体的な問題

点を明らかにした後，今後の我が国のカンボジアに対する法整備支援及び法学教育支援活

動に対する考えを述べたい。

　なお，カンボジアの裁判に関する調査としては，２０１１年の神木篤弁護士による「カ

ンボジアにおける判決調査報告書」2（以下，「２０１１年報告書」という。）がすでに存在

する。これは，カンボジアで民法が適用される前の判決書を収集し，調査したものである。

２０１１年報告書については，本稿と比較してご覧いただくことによって，カンボジアの

法曹の悩みをより深く理解でき，かつ，今後の法整備支援及び法学教育支援活動において

何をすべきなのかについて，より深く検討することができると思われる。

1 民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト概要については，ＪＩＣＡのウェブサイト　＜ https://www.
jica.go.jp/project/cambodia/025/outline/index.html ＞を参照されたい。
2 神木篤「カンボジアにおける判決調査報告書」（２０１１年３月８日）＜ http://www.moj.go.jp/
content/000073282.pdf ＞
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２　カンボジアの民事判決書の記載事項

（１）必要的記載事項

　　民事訴訟法3１８９条１項は，判決書の必要的記載事項を規定し，その内容は日本民

事訴訟法２５３条１項とほぼ同様の内容である。

（２）判決書の実際の記載項目

　　カンボジアの判決書のほとんどは，民事訴訟法１８９条１項に従い，図１及び以下の

とおり記載されている4。

　　判決書の記載項目としては，①事件の表示5，②表題6，③口頭弁論期日の表示，④裁判

所の表示7，⑤当事者などの表示8，⑥事実及び争点（（ア）原告が求める判決の内容，（イ）

事実及び争点），⑦理由，⑧主文，⑨判決をした裁判官の署名などがある。

3 民事訴訟法については，法務省法務総合研究所国際協力部（ＩＣＤ）カンボジアのウェブサイト＜
http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html ＞に掲載されている日本語訳を参照した。な
お，民法，民法の適用に関する法律，人事訴訟法，制限利率に関する司法省令も同様である。
4 カンボジアの判決書の詳細については，２０１１年報告書に添付されている判決書（日本語訳）を
参照されたい。
5 判決書の左上に，事件の種類（民事事件，刑事事件など），事件番号，訴え提起日，判決番号，判決
言渡し日が記載されている。
6 最高裁判所又は控訴裁判所の判決（ ），始審裁判所の判決（ ），決定（ ）な
ど裁判の種類に応じた表示であるが，記載されていない例もある。
7 判決をした裁判所の表示である。担当裁判官及び書記官が記載される。
8 当事者などを特定する事項の記載である。民事訴訟法１８９条１項は，当事者などの氏名（名称）
及び住所を必要的記載事項としているが，当事者を特定する情報として，氏名（名称）及び住所以外に，
性別，生年月日，職業，身分証明書の番号などを記載しているケースが多い。
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図１：カンボジアの判決書の例（１項目のみ）
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３　カンボジア民事裁判書に関する問題点（事件類型別）

（１）総論

　　まず，カンボジアの始審裁判所において受理件数が多い離婚事件と貸金返還請求事件

について9，事件類型ごとに問題となっている点について，説明をしていきたい。なお，

現在までに判決書公開ＷＧに送られてくる事件の大部分は，この２つの事件類型のもの

であった。

（２）離婚事件

ア　検討した事件

　離婚事件のうち，離婚の訴えに対する判決は，

①　プノンペン始審裁判所２０１６年１１月２５日判決・民事事件８５７号

②　プノンペン始審裁判所２０１７年８月１０日判決・民事事件１９１５号

③　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２１日判決・民事事件１８０４号

があり，合意離婚の申立てに対する決定は，

④　シアヌークビル始審裁判所２０１７年５月２３日決定・民事事件３０号

があり，婚姻届を提出していない事実上の夫婦の関係解消等請求の訴えに対する判決

として，

⑤　プレイベン始審裁判所２０１７年８月２日判決・民事事件１８７号

⑥　シアヌークビル始審裁判所２０１６年１０月１１日判決・民事事件１９号

⑦　プノンペン始審裁判所２０１７年６月２３日判決・民事事件１６１１号

⑧　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２９日判決・民事事件３５２３号

がある。

　カンボジアでは，離婚について，離婚の訴え（民法９７８及び９８２条）と合意離

婚（民法９７９条）という２つの仕組みがある。いずれも裁判所の裁判が必要であり，

離婚の訴えは人事訴訟で「離婚原因」の有無が判断され，合意離婚は民事非訴訟事件

手続で当事者双方の離婚意思が確認される。なお，夫婦の双方が離婚する意思を有し

ているものの，子どもの親権及び養育費，財産分割などで合意できない場合は，離婚

の訴えを提起するのがカンボジアの裁判実務となっている。

イ　離婚に関する判断

　ＷＧで検討した３件の離婚の訴えのうち２件は，実質的な争点は，離婚そのもので

はなく，子どもの親権及び養育費，財産分割などであるというケースであった。

　例えば，②事件は，離婚の訴えであり，原告（夫）と被告（妻）は，離婚すること，

２人の子どもの親権者を被告とすること，財産分割の内容のいずれにも異論はないも

のの，子どもの扶養料について，原告は毎月２００ドル（２人分）で被告と合意した

と主張し，被告は１万２０００ドルの一括払いを主張した事件である。裁判所は，判

決書の争点において「被告は，子ども２人分の月２００ドル（２人分）の扶養請求権

9 内山淳・篠田陽一郎・前田優太「カンボジア現地調査報告（第２回）～全国の始審裁判所の実情に
ついて～」法律のひろば・７２巻・２号（２０１９年２月）４６及び４７頁。
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を有するか？10」とのみ記載している。そして，離婚の判断については，原告と被告

がともに離婚について同意していることを述べている。

　そして，③事件も，離婚の訴えで，原告（夫）は，被告（妻）との離婚，３人の子

どもの親権，夫婦の財産及び債務の分割を求めた事件である。その後，訴訟手続の中

で，被告と原告は，離婚，親権者（被告），財産分割の合意に至った。そのため，裁

判所は，判決書において「争点：なし11」と記載し，離婚に関する判断では，原告と被

告がともに離婚について同意している旨を指摘し，かつ，主文でも「原告は，両当事

者の合意に従って，妻である被告と離婚せよ12」と述べている。

　③事件のように訴え提起時は当事者間で離婚について争いがあったものの訴訟手続

の中で離婚の合意ができた場合，また，②事件のように訴え提起時から離婚すること

自体には争いがない場合でも，裁判所は，離婚の訴えに対する判決で離婚を認めてい

る。しかし，本来，離婚の訴えである以上，離婚するためには，離婚原因が必要なは

ずである（民法９７８条）。この点，民法適用以前の婚姻家族法では，裁判所が合意

による離婚について判決を出す手続を定めており13，実際にそのようなケースが多

かった模様である14。このことから，②及び③事件のようなケースにおいて，裁判所

が当事者の離婚意思の合致を認定して判決で離婚を認めることは，結論として異論は

ないが，民法の規定に沿った説明が必要なのではないだろうか15。

ウ　子の監護に関する処分（養育費，面会交流）に関する判断

　子の監護に関する処分のうち養育費に関する判断でまず問題と思われるのは，主文

に「父親である被告は，経済状況に応じて子の扶養料を支払え16」（①事件）などとい

10 原文では“
?”（子どもの名前をＡ及びＢとした）と記載されている。

11 原文では“ ”と記載されている。
12 原文では“ ”（原告の名前をＸと
し，被告の名前をＹとした）と記載されている。
13 婚姻家族法４０条（合意による離婚）：夫婦は，相互の合意に基づいて離婚に同意することができる。
同５８条（双方当事者からの合意による離婚の申立て）：夫婦双方の同意に基づいて申請された離婚事
件においては，人民裁判所は，調査の後，その離婚の申請が自発的なものであって強制に基づくもの
ではないと判明した場合には，離婚を認めることができる。
なお，これらの規定も含め婚姻家族法の大部分は，民法適用によって効力を失っている（民法の適用
に関する法律７８条）。
14 ２０１１年報告書（７頁）。
15 ③事件のように訴え提起時は離婚の点にも争いがあったものの訴訟手続の中で合意ができた場合，
当事者は，どうすれば良いのであろうか。カンボジア人事訴訟法は，裁判上の和解の規定は適用され
ないため（人事訴訟法１３条２項），和解で離婚をすることもできない。かといって，当事者に離婚の
訴えを取り下げさせ，合意離婚の申立てを行わせるのも迂遠である。そうなると，裁判所が，当事者
の離婚意思の合致を認定し，離婚意思の合致の事実をもって「その他，婚姻関係が破綻して回復の見
込みがないとき」（民法９７８条１項５号）の離婚原因を認める可能性もあるように思われる。または，
離婚の訴えにおいて，合意離婚の決定（民法９７９条）は決定手続で出せるのだから，判決手続でも
当然に合意離婚の判決を出せるはずであるという解釈もあり得る。②及び③事件の裁判所は，このよ
うな検討をしているのかもしれないが，判決書からは何も明らかではない。
16 原文では“ ”（被告の名前をＹとした）と
記載されている。
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う記載が多々見受けられる点である。③，⑤及び⑧事件も，①事件と同様に「経済状

況に応じて」（ ）という記載をしている。なお，①から⑧までの事件で，

具体的な金額を示していたのは，子どもの扶養料が争点となっていた②事件のみで

あった。これでは，具体的な金額が確定されておらず，強制執行をすることができな

い17。

　また，養育費については，養育費のことを述べているのか，扶養料のことを述べて

いるのか不明な判決も存在する。①，②，⑤及び⑧事件は，子を養うための扶養

（ ）という言葉を使っており，③事件は養育費（

）という言葉を使っている。いずれも離婚の際の養育費を問題にしてい

るのであるから，③事件のように養育費（ ）を使用するべきで

ある。２０１１年に民法が適用されてから久しいが，未だ条文で用いられている用語

の概念が混乱して用いられていたり，条文に使われていない用語が判決書で用いられ

ていたりする18。

　そして，養育費と面会交流に共通する問題としては，離婚訴訟において，当事者が

求めていないにも関わらず養育費と面会交流について主文で述べるという問題が存在

する。例えば，①事件は，養育費について「父親である被告は，経済状況に応じて子

の扶養料を支払え19」，面会交流について「父親であり子の親権者ではない親である

被告は，子どもと面会交流する権利を有し，母親であり子の親権者である原告は，他

当事者の面会交流に協力しなければならない20」と主文で述べているものの，原告が

養育費又は扶養料について請求した事実及び被告が面会交流の申立てをした事実の記

載はない。⑧事件も，裁判所は扶養料について「被告は，原告に対し，経済状況に応

じて３人の子どもが成年に達するまで扶養料を支払え21」と，また面会交流について

「被告は，子どもたちと面会交流する権利を有し，原告はそれに協力する必要があ

る22」と主文で判示しているが，当事者がそれらを申立てた事実の記載はない。それ

以外にも，「親権者でなくなる当事者は，民法１０４０ないし１０４２条に規定され

ている子の監護に関する権利及び義務を有する23」（⑤及び⑥事件），「親権者でなくな

17 ２０１１年報告書（７頁）も同様の問題を指摘している。
18 ２０１１年報告書（７頁）も同様の問題を指摘している。ただし，２０１１年報告書で指摘されて
いた「親権」と「監護権」の混同は，今回の判決書では見当たらず，いずれも親権について述べる場
合は，「親権」（ ）の用語を正しく使用していた。
19 原文では“ ”（被告の名前をＹとした）と
記載されている。
20 原文では“

”（被告の名前をＹ，原告の名前をＸとした）と記載されている。
21 原文では“

”（被告の名前をＹ，原告の名前をＸとした）と記載されている。
22 原文では“

”と記載されている。
23 原文では“

”と記載されている。
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る当事者は，子と面会交流する権利を有し，民法１０３４，１０３７及び１０４０条

に基づき，親権者となる当事者は，面会交流に協力しなければならない24」（②事件），

「親権者でなくなる当事者は，子と面会交流する権利を有し，親権者となる当事者Ｙ

は，父親Ｘの面会交流に協力しなければならない25」（③事件）との記載があるものの，

いずれの事件も面会交流の申立てがあったという事実の記載はない。

　これは，当事者が申し立てていない事項について，裁判所が判断しているため，処

分権主義（民事訴訟法１８２条２項）に反すると言わざるを得ない26。また，そもそ

も裁判所が，このように民法の条文で規定されている一般的な事柄を主文において述

べる必要があるのか疑問である。

エ　財産分割に関する判断

　財産分割において，カンボジアで問題となっているのは，夫婦の連帯債務の分割に

関する問題である。つまり，財産分割の内容として，夫婦の連帯債務の全部又は一部

を相手方に負担させることができるのかという問題である。

　例えば，③事件は，自宅と土地を購入するために銀行から原告と被告が連帯して借

りた８万２０００ドルとその他の夫婦の連帯債務の３万ドルの帰趨について，自宅購

入資金の８万２０００ドルのうち２万５２００ドルとその他の債務３万ドルについて

原告（夫）が負担するという合意が訴訟係属中に成立した事案であり，裁判所も当事

者の合意のとおりに主文を記載した。また，⑥事件も，原告と被告の銀行に対する債

務７万５０００ドルについて，原告（女性）が負担する旨を主文に記載している。⑧

事件も，原告と被告の銀行に対する債務１万３０００ドルを被告（男性）が負担する

旨を記載している。これに対し，まず，財産分割において夫婦の連帯債務についても

判断できるのかという問題が生じる。

　この点は，民法９８０条（財産分割）の解釈の問題である。しかし，仮に，当事者

の一方に債務を負担させるような財産分割を命じる裁判が行われたとしても，裁判の

当事者ではない債権者の利益を害するような財産分割はできないと考えられるから，

併存的（重複的）債務引受けまたは履行の引受けができるのみと考えるべきである27。

24 原文では“

”と記載されている。
25 原文では“

”（被告に名前をＹ，原告の名
前をＸとした）と記載されている。
26 この点について，人事訴訟法２２条３項は，「第１項及び第２項の裁判については，民事訴訟法
１８２条（判決事項）第２項の規定は適用されない」と定めており，カンボジアの裁判官の中には，
この規定があり，かつ，養育費及び面会交流を判断することは，子の福祉に適うことから，当事者の
申立てがなくても判断できると主張する者もいる。しかし，人事訴訟法２２条１項は，一方で親権者
の指定については裁判所の職権とし，他方で子の監護に関する処分については，「当事者の申立てがあっ
たときは」と定めている。このことから，裁判所が当事者の申立てがないにも関わらず，子の監護に
関する処分を判断することは，処分権主義に反するものと考えられる。
27 秋武憲一・岡健太郎編著『離婚調停・離婚訴訟〔改訂版〕（リーガル・プログレッシブ・シリーズ）』
（青林書院，２０１３年１２月）１８４及び１８５頁。
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しかし，カンボジアでは，判決書や決定書で債務の帰属を決していることを理由に，

それは債権者に対しても対抗できるという意見があり，問題となっている。これは裁

判書そのものの問題ではないが，裁判官の中にも上記のように考えている者もいるよ

うであり，民法の債務引受けなどの理解及び民事訴訟法の原則（民事訴訟法１９８条

など）に対する不理解が根底にある。

オ　婚姻届を提出していない事実上の夫婦の場合

　カンボジアでは，伝統的に結婚式などのセレモニーが重視されてきたため，実質的

な夫婦生活を送っているにも関わらず，法律上の届出を行なっていないケースが多々

存在する28。そして，このような事実上の夫婦が別れる場合，離婚手続を経る必要が

あるのであろうか。カンボジアの裁判例の中にも，判決で事実上の婚姻関係の終了を

宣言するもの29（⑤及び⑥事件），事実上の婚姻関係の終了に関する請求を棄却

（ ）するもの（⑦事件），事実上の婚姻関係終了に関する請求を却下

（ ）するもの（⑧事件）など対応は様々である。この点については，裁判

例を積み重ねるとともに，それらを公開し，カンボジア法律家の議論によって対応を

決すべき問題と思われる。

　なお，⑥ないし⑧事件のいずれも，財産分割に関する判断を主文で示しており，カ

ンボジアの多くの裁判官は，婚姻届を出していない事実上の夫婦の場合でも，財産分

割（民法９８０条）の規定が類推適用されると考えている模様である30。

事件の種類 離婚事由 養育費 子の監護 財産分割

① 離婚訴訟 ５年間の別居 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断あり

② 離婚訴訟 合意 月 200 ドル（2人分） 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断なし

③ 離婚訴訟 合意 経済状況に応じて 養育費 申立てなし→判断あり 夫婦の連帯債務の分割

④ 合意離婚 判断なし 判断なし 申立・判断なし 判断あり

⑤ 事実上の婚姻解消→認容 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断なし

⑥ 事実上の婚姻解消→認容 判断なし 判断なし 申立てなし→判断あり 判断あり，夫婦の連帯
債務

⑦ 事実上の婚姻解消→棄却 判断なし 判断なし 判断なし 判断あり

⑧ 事実上の婚姻解消→却下 経済状況に応じて 子を養うための扶養 申立てなし→判断あり 判断あり，夫婦の連帯
債務

表１：離婚請求事件まとめ

（３）貸金返還請求事件

ア　検討した事件

　貸金返還請求事件としては，

⑨　プノンペン始審裁判所２０１７年６月２８日判決・民事事件１０７号

28 松尾弘「『カンボジア王国の司法アクセスの状況に関する調査研究』報告書」（２０１３年３月８日）
２８頁＜ http://www.moj.go.jp/content/000109914.pdf ＞
29 原文では“ ”（原
告の名前をＸ，被告の名前をＹとした）と記載されている。
30 この点について，事実上の夫婦の関係解消の場合に，何故，離婚の際の財産分割の規定が類推適用
できるのかについて，理由を述べている事例は存在しなかった。
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⑩　プノンペン始審裁判所２０１６年４月２６日欠席判決・民事事件３１４号

⑪　 バンテアイミエンチェイ始審裁判所２０１５年９月２９日判決・民事事件３４７

号

⑫　バンテアイミエンチェイ始審裁判所２０１５年５月２日判決・民事事件１３４号

⑬　シアヌークビル始審裁判所２０１７年５月２５日判決・民事事件４５号

⑭　プノンペン始審裁判所２０１７年８月２８日判決・民事事件３４８０号

がある。

イ　利息，遅延損害金に関する問題

　カンボジアの貸金返還請求事件の特徴の一つとして，利息及び遅延損害金の概念が

正しく理解されておらず，その計算も不適切であるという問題がある。

　例えば，⑫事件は，主文において「被告らは，原告に対し，５０万ドルに対する年

５パーセントの利息を２０１１年１０月４日から支払済みまで支払え31」と述べてい

るが，元本を請求している以上，弁済期がすでに経過しているはずであるにも関わら

ず，利息（ ）の支払いを認めている32。なお，遅延損害金について，⑪事件は「罰

金」（ ）という用語を用い33，⑭事件では「期限を過ぎた借金の利息」

（ ）という用語を使用しており，民法及び民法の適

用に関する法律が使用する「遅延利息」（ ），「遅延損害金」

（ ，
34）を使っている判決書は見当たらなかった。

　これは，利息と遅延損害金及び次に述べる慰謝料請求との関係並びにそれぞれの概

念について，正しい理解が行われていないことに原因があると思われる35。

　また，利息，遅延損害金については，民法，民法の適用に関する法律及び２０１１

年の制限利率に関する司法省令が，制限利率を定めている。それによると，利息は年

１８％（同省令１条），遅延損害金は年２７％となる（同省令２条）。⑨事件は，原告

は，もともと月１０％（年１２０％）の利息を請求していた事件であるが，裁判所は，

制限利息を適用して，年１８％に変更している36。

ウ　慰謝料請求に関する問題

　次に，カンボジアの貸金返還請求事件で多く見受けられるのが，元本，利息，遅延

31 原文では“
”（被告らの名前

をＹ１，Ｙ２とした）と記載されている。
32 ⑨及び⑩事件も同様である。
33 ⑩事件も「罰金」（ ）という名目で年２０％の支払いを認めているものの，同事件では「利
息」（ ）名目で遅延損害金相当分も認められており，この「罰金」（ ）の位置付けは明
らかではない。
34「遅延損害金」について，民法５５６条は“ ”を使用し，民
法の適用に関する法律１７条６項は“ ”を使用している。
35 ２０１１年報告書（９頁）も同様の問題を指摘している。
36 ただし，⑨事件の判決書は，制限利率の根拠法令について，制限利率に関する司法省令ではなく，
２００９年の「貸付利率の決定に関する国家銀行令」を指摘しており，この点は誤りだと考える。
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損害金に加えて慰謝料を請求し，かつ，裁判所が特段の理由を示さず利息，遅延損害

金に加えて慰謝料を認めている事案である（⑨，⑪，⑫及び⑭事件37）。そのうち，

⑨事件は，貸主が一般人の場合であるが，⑪，⑫及び⑭事件は，銀行やマイクロファ

イナンスなどの会社が貸主である。なお，⑩事件は，貸主である原告（銀行）が，被

告（一般人）に対し，元本，利息，遅延損害金，罰金とともに慰謝料（ ）も請

求した事件であるが，裁判所は，欠席判決で慰謝料請求の部分は棄却した。

　この点については，民法適用前の判決書の調査においても，「第２項で支払済みま

での利息請求を認容しているが，第３項で元本の支払済みまでの遅延損害金，また，

履行遅滞に対する慰謝料をそれに付加して認めている」判決の紹介があり38，利息，

遅延損害金に加えて慰謝料を請求することは，民法適用以前から行われていたようで

ある。そして，民法４００条２項が，わざわざ「裁判所は，債権者の請求に基づき，

精神的な損害についても賠償を命じることができる」と規定していることを理由に，

貸主は，借主に対し，元本，利息及び遅延損害金に加えて精神的損害を当然に請求す

ることができると主張する法律家も存在する39。

　しかし，銀行やマイクロファイナンスと一般人との間の貸金契約の債務不履行にお

いて，銀行等に精神的損害が発生するとは考えにくい。やはり，原則として，慰謝料

は，生命，身体等の人格的利益の侵害が生じる場合にのみ認められ，財産損害につい

ては財産的損害が回復されれば精神的苦痛も償われるため，慰謝料は認められないと

考えるべきである40。

エ　民事実体法の理解が不十分

　それととともに，民事実体法を正しく理解していないことも問題である。例えば，

⑭事件は，銀行（貸主）の会社（借主）に対する貸金返還請求事件であるが，連帯保

証又は連帯債務などを認めることなく，会社の代表者及び関係者に対して，貸金の返

還及び慰謝料請求を認めている。現時点においても，民事実体法の正しい理解を普及

する必要性は高い。

37 ⑨事件は「慰謝料」（ ），⑪事件は「時間の損害及び弁護士費用」（
），⑫事件は「慰謝料及び時間の損害」（ ），⑭事件は

「慰謝料」（ ）という用語を使っている。
38 ２０１１年報告書（９頁）。
39 現時点では，銀行が債務者に対して貸金返還請求を行う場合は，元本，利息及び遅延損害金に加え
て慰謝料も請求するのが銀行及びマイクロファイナンスの実務となっている。
40 平野裕之『債権総論（プラクティスシリーズ）』（信山社，２００５年３月２０日）２５９頁。
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貸主・借主 元本 利息 遅延損害金 慰謝料 その他

⑨ 一般人・一般人 300 万リエル
（750 ドル） 利息：月 10% →年 18%（支払済まで） 慰謝料：50 万リエル

（125 ドル）

⑩ 銀行・一般人 41 万 5229.1 ドル 利息：年 12％（2015 年 8 月～ 11 月，利息相当分），
年24％（2015年11月～支払済まで，遅延損害金相当分）

慰謝料：５万ドル→棄
却 罰金：年２０％

⑪ 銀行・一般人 19 万 9455.98 ドル 利息：4万
4557.96 ドル

罰金：9万 64.83 ドル，年 24%（2015
年 6 月 30 日～支払済まで）

時間の損害及び弁護士
費用：2万 5000 ドル

その他手数料：
479.36 ドル

⑫ 銀行・一般人 28 万ドル 利息：年 5％（支払済まで） 慰謝料及び時間の損
害：1万ドル

⑬ 一般人・一般人 640 万リエル
（1600 ドル）

利息：5% →
放棄 なし 200 万リエル（500 ド

ル）→放棄

⑭ 銀行・一般人 1400 万ドル 利息：126 万
2509.84 ドル

期限を過ぎた借金の利息：年 11.25%
（支払済まで） 慰謝料：5万ドル

表２：貸金返還請求事件まとめ

（つづく）
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